
個別計画作成に係る

専門職との連携について

令和４年12月13日（火）

米原市 くらし支援部 福祉政策課
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本日の説明内容

①個別計画の作成方法(現状)

②個別計画作成に係る課題

③今年度の取組

④今後の方向性
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①個別計画の作成方法（現状）

個人情報を支援関係者に提供することに関して
同意を得ている

避難行動要支援者名簿の作成（災害対策基本法による義務）
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主な支援の対象者について

① 介護保険における要介護認定を受けており、

要介護３～５までの方

② 身体障害者手帳の交付を受けている、障がい程度１級および

２級の方、または聴覚・視覚３級および４級の方

③ 療育手帳の交付を受けている、障がいの程度がA判定の方

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、等級が１級の方

⑤ ①～④までの要件に該当しないが、災害時に自力で避難する

ことが困難な方

○個人情報の提供に同意をいただいた方を名簿に登録

→年２回支援関係者（自治会長、警察、消防等）に提供

自治会内での要支援者の把握ができ、

スムーズに支援のしくみづくりができる。
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避難支援プラン（個別計画）

※こちらの写真はイメージです

具体的な支援方法を確認することが重要

・どんな助けが必要か

・誰が支援するのか

・要支援者本人や家族も参加して作成

・決められることから進める
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個別計画作成数（R4.12.1時点）

総数 65歳以上人口 75歳以上人口

男 18,469 4,992 2,468

女 19,359 6,349 3,798

計 37,828 11,341 6,266

対象者数 2,279

名簿登録申出書提出者数 1,589

うち同意 1,474

うち不同意 115

未回答 690

入院・入所等 377

避難行動要支援者数（R4.12.1時点）

米原市の人口動態（R4.12.1時点）

同意者数 1,474

内個別計画作成数 840
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個別計画の作成推進（努力義務）

主に自治会主導での作成
～具体的な流れ～
①「避難行動要支援者名簿」を自治会長等へ送付

②見守りネットワーク会議等で地域での要支援者を選定

③要支援者への聞き取りによる状態や必要物の把握、支援計
画の作成

聞き取りの一例
・身体等の状況
（耳が遠い、歩行が困難など）
・どの程度の支援が必要か
（声かけ、付添い、介助 等）
・避難時必要なものはあるのか
・普段寝ている場所はどこか 7

②個別計画作成に係る課題

（全般）
作成後、更新がされておらず、情報が古いままの
個別計画になっている。
対象者によって、未記入の項目や決まっていない
事項が多々ある。
自治会によって作成・更新の意欲に差がある。

→災害時の支え合い（互助）が円滑に進まない
可能性があり、支援の実効性に疑問が残る。
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②個別計画作成に係る課題

（福祉専門職との連携）
庁内外福祉専門職や自治会に対して、個別計画
に関する概要や必要性の周知が不十分である。
「ハイリスク層」の選定まで協議が進んでいない。
関係課が所管している名簿や情報の擦り合わせがで
きておらず、対象者の状態や生活状況がわからない
部分がある。

→個別計画作成に取り組む前に、推進体制を再確認
する必要がある。
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③今年度の取組
Ⅰ 協議体を活用した意見交換会
生活支援体制整備事業の１層協議体において、災害
時における自治会と専門職、行政の連携を図るため、
情報共有の方法や個別計画の作成を検討していく機
会を設けた。
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③今年度の取組
Ⅱ 推進体制の構築
ワーキングチームによる情報共有
チーム員：福祉政策課、高齢福祉課、社会福祉課、

健康づくり課、防災危機管理課
高齢者、障がい者、難病患者、小児慢性特定疾病患者の把握
ハザードマップにおける危険区域の把握 等

長浜保健所との情報交換
災害時連携体制構築の課題認識
ハイリスク層選定についての協議 等

☞個別計画作成に係る庁内の連携体制を確認
どのように庁外へ連携を広げていくかが課題
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④今後の方向性
Ⅰ 制度説明や情報共有
福祉専門職や自治会役員等に個別計画についての
概要説明、意見交換を行う。
ex）専門職と○○の部分で連携したい！

市に○○の部分で支援をしてほしい！

Ⅱ 福祉専門職とともに個別計画の作成に取り組む
「ハイリスク層」の把握・選定

（想定されるハイリスク層）
非常用電源必要者
難病患者、小児慢性特定疾病患者、
ハザードマップにおける危険区域居住者 等
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ご清聴ありがとうございました
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